




 
 

愛知中部水道企業団告示第 13 号 

 

愛知中部水道企業団の業務の状況について 

 

 

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 及び愛知中部水道企業

団の設置等に関する条例（昭和 50 年条例第 1 号）第 7 条の定めるところにより、

令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日までの期間における業務状況を次のと

おり公表する。 

 

 

  令和 4 年 11 月 8 日 

                       愛知中部水道企業団 

                        企 業 長  小 浮 正 典 
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